
◎ 東日本旅客鉄道株式会社 ICカード乗車券取扱規則の一部改正 

東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則）の一部を次のように改正し、2022年3月12日から施行する。ただし、岩手県北自動車株式会社に係る改

正規定は2022年2月19日から施行し、八戸市交通部に係る改正規定は2022年2月26日から施行する。 

改正前 改正後 

（前略） 

 

別表第4号（第23条） Suica特別車両券の取扱区間 

線 区     区               間 

東海道本線 
東京・熱海間（除く新幹線）、品川・新川崎・鶴見

間 

山 手 線     品川・田端間 

赤 羽 線     池袋・赤羽間 

横須賀線 大船・久里浜間 

伊 東 線 熱海・伊東間 

東北本線 
東京・黒磯間（除く新幹線）、日暮里・尾久・赤羽

間 

高 崎 線     大宮・高崎間（除く新幹線） 

上 越 線     高崎・新前橋間 

両 毛 線     新前橋・前橋間 

常 磐 線 日暮里・高萩間（除く偕楽園） 

総武本線 東京・成東間 

外 房 線 千葉・上総一ノ宮間 

内 房 線 蘇我・君津間 

成 田 線 佐倉・成田間、成田・成田空港間 

 

（中略） 

 

別表第5号の3（第26条） 他の旅客鉄道会社線にまたがる連絡運輸と

なるSuica定期乗車券を発売する連絡運輸会社 

鉄道会社名 

伊豆急行株式会社 

（前略） 

 

別表第4号（第23条） Suica特別車両券の取扱区間 

線 区     区               間 

東海道本線 
東京・熱海間（除く新幹線）、品川・新川崎・鶴見

間 

山 手 線     品川・田端間 

赤 羽 線     池袋・赤羽間 

横須賀線 大船・久里浜間 

伊 東 線 熱海・伊東間 

東北本線 
東京・宇都宮間（除く新幹線）、日暮里・尾久・赤

羽間 

高 崎 線     大宮・高崎間（除く新幹線） 

上 越 線     高崎・新前橋間 

両 毛 線     新前橋・前橋間 

常 磐 線 日暮里・高萩間（除く偕楽園） 

総武本線 東京・成東間 

外 房 線 千葉・上総一ノ宮間 

内 房 線 蘇我・君津間 

成 田 線 佐倉・成田間、成田・成田空港間 

 

（中略） 

 

別表第5号の3（第26条） 他の旅客鉄道会社線にまたがる連絡運輸と

なるSuica定期乗車券を発売する連絡運輸会社 

鉄道会社名 

伊豆急行株式会社 



改正前 改正後 

小田急電鉄株式会社 

 

 

（中略） 

 

別表第 6号の 2（第 59条）ICカード乗車券が利用できる交通事業者（バス） 

バス事業者名 

東日本旅客鉄道株式会社 

（略） 

関東自動車株式会社 

イーグルバス株式会社 

（略） 
 

伊豆箱根鉄道株式会社 

小田急電鉄株式会社 

 

（中略） 

 

別表第6号の2（第59条）ICカード乗車券が利用できる交通事業者（バス） 

バス事業者名 

東日本旅客鉄道株式会社 

（略） 

関東自動車株式会社 

岩手県北自動車株式会社 

八戸市交通部 

イーグルバス株式会社 

（略） 
 

 


